
平成19年12月11日

総　　　　会

賛　助　会　員
賛助会員とは当会の趣旨に賛同し事業推進と組織維持に助成を惜しまない、

１口１０００円以上の年会費を納入した、個人、法人、事業者、ほか、を言う。

埼玉県身体障害者福祉協会

行　政　及び

社　　　協

本　　　　　部

地区役員（兼務可）
以上によって構成

会　　　　員

会員とは一般会員・賛助会員とし、会則を遵守し規定の年会費を完納した者で、

本庄支部・児玉支部・各部会のいずれかに籍を置く一般、賛助共に個人を言う。

写真部会長（兼務可）
以上によって構成

地区役員（兼務可）
以上によって構成

部　会（地域性無し）

埼玉県

障害者協議会

評議員１名・部会員若干名派遣

監　　査

２　　名

副支部長　若干
会計１名

本　庄　支部 児　玉　支部

支部長　１名 青年部会長（兼務可）

身体障害者福祉会組織図

日本身体障害者団体連合会

自動車部会長（兼務可）

正副会長・会計・（監査）
正副支部長・部会長

執　行　部

正副会長・会計
会長１名・副会長２名

理　事　会

体育部会長（兼務可）

人事関係
組織関係

指導

（事務局長）にて構成会計１名にて構成

盲人部会長（兼務可）副支部長　若干
会計１名

支部長　１名


